
１． は じ め に

日本製紙グループは全国に自家発電設備を保有し，昨年

発生した東日本大震災後の電力不足では平成２３年６月か

ら東京電力および東北電力の要請でグループ内５工場（最

終的には６工場）から最大９５MWの電力を供給した。

日本製紙グループは将来的な木質資源エネルギーなどの

開発を含め余剰電力の有効活用を目的に昨年１２月「エネ

ルギー事業推進室」を立ち上げた。以来グループ各社の事

業所調査を進め，日本製紙グループの強みを活かしたエネ

ルギー事業を様々な観点から検討し，今年７月より具体的

な事業推進の役割を担う組織として「エネルギー事業部」

へ改組した。

今回はエネルギー事業部がこれまで検討してきた内容と

日本製紙グループの今後の電力ビジネス戦略について紹介

する。

２． 日本の電力市場の動向と日本製紙グループ
エネルギー事業の方向性

国内の電力市場は１９９５年の電力自由化以来発電部門と

小売部門だけは段階的に部分自由化されたが，送配電部門

が自由化されていないため特定規模電気事業者（以下

「PPS」）の割合はわずか数％に過ぎない（図１）。
東日本大震災後の原発停止による電力不足で「多様なエ

ネルギーの必要性」と PPSなどの電気事業者が電力会社

と「対等に競争できる市場の必要性」が叫ばれるようになっ

た。エネルギーの多様性については「再生可能エネルギー

の固定価格買取制度（以下「FIT」）」が今年７月より施行

され実現に向けて一歩を踏み出したが，木質系バイオマス

燃料の買取価格次第で既存のチップがバイオマス燃料に流

れるのではないかと懸念されるなどまだ多くの問題を抱え

たままのスタートとなった。競争市場については「発・送

配電分離」を検討する動きが出始めた。日本のエネルギー

を取り巻く環境は急速に変化を遂げようとしている。

日本製紙グループはバイオマスボイラーを含めた各種ボ

イラーの自家発電設備を全国に保有し操業ノウハウを蓄積

してきた。また，国内チップの集荷ネットワークを活かし

たバイオマス燃料を集荷するシステムを全国に構築してき

た。これらグループの強みをエネルギー事業に活かすため，

電力会社以外の需要家へ電力が直接販売できる体制を構築

することにした。余剰電力は現在電力会社の要請で４ヶ所

の発電所から電力を供給・販売しているが，電力事情の収

束後を考え今後５年程度のスパンで事業の方向性を立てた。

・１～２年後：既設インフラを活かした余剰電力のグ

ループ内融通強化
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・２～３年後：余剰電力＋再生可能エネルギー発電所の

新設

・３年後～：電力販売能力の抜本的増強

その準備として，今年５月に PPSへ登録を完了し，日

本卸電力取引所（JEPX）にも加入した。

３．「みなし節電」実施に向けた活動

原発の相次ぐ停止などにより西日本の各事業所は今夏の

電力不足に大きな不安を抱えていた。昨年は東日本大震災

の影響で経済が一時的に停滞していたこともあり節電も達

成できたが，今年は通常の生産を確保しながら節電を達成

しなければならない。そこで，エネルギー事業推進室は資

源エネルギー庁から出された自家発余剰電力の活用策であ

る「みなし節電」スキームを全国で初めて採用した。

３．１「みなし節電」スキームとは
平成２３年１１月第４回エネルギー・環境会議でまとめら

れた「エネルギー需給安定行動計画」を受けて，１１月６

日経済産業省資源エネルギー庁から「節電要請時における

自家発活用拡大策について」が発表された。これが「みな

し節電」スキーム（図２）であり，ポイントは以下の通り
である。

１） 節電要請している電力会社に余剰電力の買い取りを

求め，買い取られた電力を買い取った電力会社管内の

自社工場の節電分に充て，節電したとみなす制度であ

る。

２） 違う電力会社管内でも適用が可能である。

３） 資本関係のある企業だけでなく，同一コンビナート

内などで資本関係はないが生産工程上，密接な関係の

ある企業にも適用が可能である。

４） 買取価格は小売価格から託送供給に要するコスト相

当を控除した水準を目安とし，当事者間の協議によっ

て決定できる。

３．２ 国の平成２４年夏季の節電要請（関係分抜粋）
５月１８日第８回エネルギー・環境会議で今夏の節電要

請が下記の通り決定された。

・節電期間：７月２日～９月７日の平日（８／１３，１４，１５
除く）

・節電時間：９：００～２０：００

・節電目標：関西電力１５％→１０％，四国電力７％→５％，
九州電力１０％

・節電基準：H２２年７月～９月の最大使用電力（kW）

３．３ 日本製紙グループの対応
３．３．１ みなし節電の活動経過
送電工場は同じ６０Hzで余剰電力のある日本製紙八代工

場とした。グループ事業所のみなし節電量情報収集と発電

所の余剰電力量調査を実施しながら，並行して電力会社・

監督官庁へみなし節電の実現性を相談した。電力会社も前

例が無いため節電目標が公表されるまで具体的な条件など

の設定・交渉ができなかったが，節電目標が公表された後

は節電開始２週間前までに需給契約を締結する必要があっ

図１ 日本の電力市場の構成

図２ みなし節電のイメージ
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たため発電工場および電力会社と打合せを繰り返し，約２

週間で契約締結にこぎつけた（図３）。
３．３．２ みなし節電送電量と節電達成の判定について
１） 送電側と受電側の３０分同時同量の担保

３０分同時同量を実現するためには送電する八代工場が

電力を使用するグループ事業所の使用電力量をリアルタイ

ムに把握する必要がある。しかし，電力量をリアルタイム

に確認できない事業所が多く，改造を実施する時間も無

かったので今回は不可能と判断した。よって，みなし節電

は電力会社との協議の結果，八代工場からの送電電力量で

判断することにした。

２） 電力会社の判断

みなし送電は９時～２０時まで送電する必要があるが，日

本製紙八代工場は雷が発生すると設備保護のため受電点を

解列して工場単独運転にするため解列中はみなし送電がで

きない。実績から解列頻度が多く送電必要量が期間中に確

保できない可能性があったので電力会社へ説明し，その対

応について協議した。電力会社は発雷時に送電できないこ

とを了承した上で，ピーク電力を削減するよりも節電期間

中は常時みなし送電することで合意した。また，みなし節

電の達成判定は次式で表される電力量を節電期間中に送電

すれば「みなし節電達成」とすることにした。

（みなし節電相当 kW）×（節電要請時間）

＝（みなし節電送電電力量 kWh）

３） みなし節電送電電力量

前項の式で計算された電力量だけでは雷解列で送電でき

ない分が不足する。不足分を計算する為にH２３年度の雷

解列実績を分析した。今年の節電期間（７／２～９／７）と同じ
期間で受電を解列していた時間は表１の通りで，節電要請
全時間の約１５％であった。そこで１５％の余力を持つため
に下記の対策をとることにした。

・節電期間内の送電余力時間を利用して余分に送電する。

３．３．３ 日本製紙グループのみなし節電概要
八代工場から関西電力および四国電力管内のグループ事

業所へ送電するみなし節電の概要を図４に示す。送電 kW
は八代工場通常操業時に安定して送電できる量であり，そ

の量で賄うことのできる事業所を選定した。

・みなし節電送電量：３，０００kW

・みなし節電送電先：関西電力管内８事業所，四国電力

管内７事業所

表１ 八代工場受電解列時間（H２３年７月２日～９月７日）

H２３年７月 H２３年８月 H２３年９月 合計

受電解列時間 ３１．１時間 ４６．６時間 ０．０時間 ７７．７時間

図３ みなし節電の活動経過

図４ 日本製紙グループのみなし節電概要
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節電目標決定から節電期間開始まで非常に短期間では

あったが，九州・関西・四国の各電力会社に前向きに対応

頂き受給契約書を期限までに締結することができた。

またグループ各事業所ではみなし節電とは別に独自の節

電対策を実施しており，みなし節電と併せると所管電力会

社の節電目標を上回る節電実績を残している。

４． 日本製紙グループのエネルギー事業

４．１ 日本製紙グループの競争力
日本製紙グループは自家発施設者として比較的大規模で

あり，この発電能力を戦略的に最大限活用してコスト削減

の検討を進めている。

＜日本製紙グループの強み＞

・全国に自家発工場を保有 ⇒ 周波数変換所や連系線を

通さずに売電可能

・複数の自家発設備でコスト競争力のある余剰電力を保

有

・バイオマスなどの各種ボイラーの操業技術を有してい

る。

・広大な工業用地などを有している。

・電力の２４時間連続供給が可能

・全国に木質資源集荷ネットワークを構築している。

＜日本製紙グループの課題＞

・発雷解列時のバックアップ電源の充実

・復水発電余力増強

４．２ 日本製紙グループのエネルギー事業の展望
１） エネルギー事業開始にあたって

・関係機関への各種登録

託送供給にはネットワークサービスセンター（NSC）へ

の系統接続検討や発電所登録など関係機関へ登録が必要で

ある。申請～認可まで３カ月を要するものも有る。

・「電力の見える化」推進

３０分同時同量を担保するため「発電所の発電状況」お

よび「需要家の電力使用状況」を把握する情報収集システ

ムを順次構築する。

・コスト競争力のある余剰電力確保

ボイラー，タービン，発電機を改造または更新し余剰電

力量を増やす。

・PPS事業の運用ノウハウ蓄積

２） エネルギー事業の展望

・余剰電力の配分検討

条件が整い次第，順次グループ内融通などへ切り替える

計画である。

・新規電源の開発および発掘

電源を複数所有することで電力を送電できないリスクを

低減させる。新規発電所建設や太陽光発電，風力発電の新

規設置も検討中である。

・新規木質資源エネルギーの開発

微粉炭ボイラーに木質系燃料を投入する量を増やすため

にトレファクション（半炭化）したペレットの開発を推進

している。既に試験燃焼も行っており，外部にも販売する

計画である。

５． お わ り に

PPS 事業登録はしたが実際の事業を展開するためには

クリアしなければならない条件がまだ多く残されている。

投資を最小限に抑えながらメリットを最大化するために，

課題を確実に解決してエネルギー事業を日本製紙グループ

の収益の柱に育てていきたい。

６７日本製紙グループの電力供給に対する取り組み
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